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国道１０号の通行止めについて（解除） 

【解 除】 

令和元年 ７月１日１２時１５分 
 

○国道１０号姶良市加治木町日木山において、斜面崩壊の恐れがあるた

め、本日６時１３分から全面通行止めを行っておりましたが、走行の

安全が確認されたため、本日１２時１５分をもって、全面通行止めを

解除しました。 

今後の道路情報にご注意ください。 

 

１． 通行止め解除区間：国道１０号 
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問 い 合 わ せ 先 

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 

技術副所長   五反田
ご た ん だ

 信
のぶ

幸
ゆき

 

     計 画 課 長     松尾
ま つ お

 和敏
かずとし
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